
（様式第１号）  
  

小型機械借受申請書 
 
 
 小型機械を下記により借受けしたいので、ウッドチップ利活用推進事業小型機械貸付 

規程第 3条により申請します。 
 なお、借受けにあたってはウッドチップ利活用推進事業小型機械貸付規程に基づいて 

履行します。 
 
                               平成   年   月   日 
 
 

長野県 下伊那地方事務所長  様 
        
                  
 
                     住 所 
                    借受者 団 体 名                  
                     代表者名              印 

（担当者名             ） 
                     （担当者 tel              ）  
 
                        記 
 
 １  小型機械名      移動式簡易製材機 ・ 簡易集材機  
 
 ２  使用場所          
 
 ３  借入期間      自 平成    年    月    日 

至 平成    年    月    日   － カ月（    日） 
 
 ４  使用目的        
             
 ５  使用管理責任者 

所   属  職 名  氏    名  年 齢  備     考 

     

 
 ６ 主となるオペレーター 

所   属  職 名  氏    名  年 齢  取 得 資 格  

     

 
７ アドバイザー 

希      望 期            間 
      

  
 
平成 年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

   （注）希望の場合は希望欄に○印を記載する。 



       移動式林業機械 

 

間伐材の有効利用促進を目的として、地方事務所に移動式簡易製材機、   

簡易集材機を１台づつ配備しております。これら機械について無料（一部有償）

でお貸し致しますので、ぜひご利用ください。 

 

○ 貸し出す機械は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貸し出しにあたっては・・・ 

・貸出先は市町村のほか自治会、ＮＰＯなどもＯＫです 

（個人・会社は不可） 

・必要に応じアドバイザーを派遣します 

・機械は合庁までとりにきていただくこと 

（製材機は軽トラックでも運搬可能ですが、できるだけクレーン付が安全です） 

・ 貸し出しは無料ですが燃料代は使用者の負担となります 

（製材機の帯鋸研磨代は使用者負担になります；5本 3,000 円） 

（破損した場合に、使用方法により修理代を請求することがあります） 

・用途などによっては貸し出しできない場合があります 

 

お問い合わせは 

長野県 下伊那地方事務所 林務課 普及係 
℡ ０２６５－５３－０４２５(普及係直通) 

e－mail osawa-kazuaki@pref.naganoig.jp 

貸し出します！ 

移動式簡易製材機 移動式木材破砕機 
木材を破砕しチップ化します 丸太を太鼓材、角材等に製材します 

機械重量：1120kg 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 

ｺﾞﾑｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟの自走式 

破砕性能：径 17cm 

破砕能力：約 5m3/ｈ 

機械重量：200kg 

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 

帯鋸 

製材性能：直径約 40cm 

長さ約 6m 程度 

持ち運びや据付けが容易な集材機です。間伐材の搬出等に最適です。 
機械重量：25kg 

機体寸法（全長×全幅×全高）＜mm＞：1357×257×498 

直引力：345kg 

ワイヤロープ＜mm×m＞：φ5×30 

付属品：木寄せキャップ 

簡易集材機（多目的ウインチ「ひっぱりだこ PW350 手動式」） 



移動式木材破砕機について 

 

 

移動式木材破砕機については、耐用年数を 

過ぎたため、平成２３年３月末をもちまして、

貸し出しは終了しました。 

 

 

今後、修理を行い、公売にかけます。 

 

公売への参加要件等は未定。 

 

 

公売までのスケジュール（予定）は、 

 ４月～５月 修理 

 ６月上旬頃 入札予定 

       （地方事務所単位で） 

 

を、見込んでおります。 

 

 


